
仕  様  書 

 

北海道立江差病院 

 

１ 工 事 名   江差病院屋根葺替工事 

 

２ 工事場所  檜山郡江差町伏木戸町４８４番地 北海道立江差病院 

 

３ 工  期   契約締結の翌日から令和３年(２０２２年)３月２０日まで 

 

４ 工事概要  屋根の葺替 

 

５ 使用部材  別紙「使用部材一覧」のとおり 

 

６ 工事仕様                

      本工事の施工に関しては、この仕様書によるほか、国土交通省公共工事標準仕様書や関

  係法規・規則等を遵守して行うものとする。 

 

 （１）請負業者は、往来人及び工事現場の事故防止等安全確保のため、１級建築士及び１級 

建築施工管理技士を工事期間中配置すること。 

 

 （２）患者等への影響を最小限に抑えるよう工事監督員と密接に連携をとること。 

        ①現場での工事期間は極力短期間で終了するよう、事前の準備を十分に行うこと。 

    ②騒音、ほこり等の発生には特に留意し、最小限に抑えること。 

    ③患者のプライバシー保護に配慮すること。 

 

 （３）作業中及び工事完了に関しては、整理・清掃を行うこと。 

 

 （４）工程写真及び完成写真は、北海道建設部建築局建築保全課監修営繕工事記録写真撮影

要領による。ただし、軽微な工事においては、監督員の承諾により省略できる。 

 

 （５）施工に際しての不明な事項については事前に監督員に確認すること。また、施工中に

   支障が生じた場合は、監督員に確認のうえ対処すること。 

 

 （６）施工に際し生じた金属くず等の産業廃棄物については、関係法令に基づき適切に処理 

すること。 


